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市川市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  平成２８年１１月２１日（月）午後１時３０分から午後３時３０分 

 

２．開催場所  第１委員会室 

 

３．出席委員  １９人 

会 長 ２０番  三 橋 弘 

委 員  １番  大 滝 與 鷹 

２番  原 木 一 正 

３番  石 橋 弘 嗣 

４番  石 井 利 和 

５番  栗 山 久 司 

６番  細 川 佐 一 

７番  梶 尾 彌 一 

８番  武 藤 晃 

９番  富 田 尚 武 

１０番  宇田川純一 

１１番  竹 内 清 海 

１２番  矢 口 俊 治 

１３番  岡 本 好 夫 

１４番  加 藤 武 央 

１６番  三橋二三男 

１７番  佐藤ゆきのり 

１８番  那 須 嘉 郎 

１９番  石 井 克 己 

４．欠席委員  １名 

１５番  小 川 治 夫 
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５．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 会議書記の指名 

第３ 付託調査班（委員）の指名 

第４ 議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号  農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号  農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請について 

議案第５号  農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願について 

議案第６号  生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願について 

報告第１号  農地法第４条又は第５条の規定による農地転用の届出について 

報告第２号  農地法第４条の規定による許可処分の取消願について 

報告第３号  農地法第３条の３第１項の規定による農地権利取得の届出について 

報告第４号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第５号  地目変更登記に係る回答について 

報告第６号  民事執行法による農地等の現況に係る照会に対する回答について 

報告第７号  相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の証明願について 

報告第８号  農地の所有状況調査集計について 

６．農業委員会事務局職員 

局 長  花澤進一 

次 長  市川達也 

主 幹  鈴木忠弘 

 副 主 幹  山﨑武敏 

副 主 幹  田中  敦 
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7．会議の概要 

発 言 者 内 容 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻でございますので、これより平成２８年度第８回市川市農業委員会定例総

会を開会いたします。 

本日の定例総会の出席状況でございますが、１５番、小川委員から欠席の連絡

を受けております。 

 委員２０名中、１９名出席しております。 

 出席者が過半数に達しておりますので、「農業委員会等に関する法律第２７条

第３項」の規定により、本日の会議が成立いたしますことをご報告いたします。 

 それでは、議事日程に従いまして、会議を進めてまいります。 

 市川市農業委員会会議規則第９条第１項に規定する議事録署名委員の指名で

ございますが、議長から指名させていただくことにご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

それでは、５番の栗山委員、６番の細川委員にお願いいたします。 

  なお、本日の会議書記には、事務局職員の鈴木主幹と田中(敦)副主幹を指名い

たします。 

 次に、来月１２月分の調査班の指名をいたします。 

 農地関係は、第５班です。 

１３番・岡本委員、１４番・加藤委員、１５番・小川委員です。 

 調査日は、１２月１４日となりますので、よろしくお願いいたします。 

 農政関係は、第２班です。 

４番・石井利和委員、５番・栗山委員、６番・細川委員です。 

調査日は、１２月１３日となりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議事でございますが、議案第１号から議案第６号までと、報

告第１号から報告第８号まででございます。 

 慎重なるご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」、１件ございます。 

事務局から議案の説明をお願いします。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１ ０ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」、今回の申請は、

１件でございます。 

 議案の１ページ及び２ページをお願いいたします。 

 本件は、農地法第３条第１項の規定による、所有権移転に係る許可申請がなさ

れたものです。 

申請受付日は、平成２８年１１月１０日でございます。 

申請地は、大町の畑で、面積は１，２５９平方メートルです。 

区域区分は市街化調整区域で、農業振興地域の農用地区域です。 

 申請理由につきましては、賃借権の解約に伴う離作補償として所有権を移転す

るものでございます。 

 説明は、以上でございます。 

 

次に、調査班による現地調査報告でございますが、調査は第４班が実施してお

ります。 

調査結果につきまして、ご報告をお願いします。 

 

現地調査は、平成２８年１１月１５日に農地調査班第４班の委員で行いまし

た。 

申請地は、大町小学校の南西側、概ね７００メートルに位置しております。 

譲受人は、主に梨を栽培している兼業農家の方です。 

譲受人は申請地と外１筆の農地を譲渡人から賃借しておりましたが、平成２８

年４月７日合意解約いたしました。今回、離作補償として当該地を譲り受けるた

め、所有権の移転を申請するものでございます。 

譲受人の現在の経営農地に耕作放棄地はなく、良好に耕作されており、特に問

題はございません。 

申請地は、梨畑で概ね良好な状態で管理されております。 

取得後は、現状のまま梨を栽培するとのことでございます。 

以上のことから、現地調査班の意見としましては、必要性も認められ、許可相

当と思います。 

以上、よろしくご審議のほど、お願いいたします。 
 第４班から調査報告をしていただきました。 
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議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

各 委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

各 委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 次に、農地法の許可基準に照らしての審査結果について、事務局から説明をお

願いします。 

 

それでは、農地法の許可基準に照らして、ご説明させていただきます。 

 調査班のご報告のとおり、譲受人は、賃借していた土地を離作補償として所有

権を譲り受けるために申請するものでございます。 

取得後において、農地のすべてを効率的に利用すること、農作業従事日数は３

２０日、取得後の経営農地の面積においても、下限面積の５０アールを超えてお

り、許可要件はすべて満たしております。 

以上でございます。 

 

 事務局からの説明が終わりました。 

それでは、これより質疑に入ります。 

 ご発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

なし 

 

「なし」という声がございました。 

それでは、お諮りいたします。 

 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」、許可と決定する

ことに、ご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

「異議なし」ということでございますので、許可することに決定いたします。 

続きまして、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」、１

件ございます。 

事務局から議案の説明をお願いします。 

 

議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」、今回の申請は、

１件でございます。 
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議 長 

 

 

 

１ ０ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議案の３ページ及び４ページをお願いいたします。 

申請受付日は、平成２８年１１月７日でございます。 

申請地は、東菅野の田で、面積は８２３平方メートルです。 

区域区分は市街化調整区域ですが、農業振興地域ではございません。 

転用目的は、貸資材置場及び貸車両置場にするものでございます。 

説明は、以上でございます。 

 

次に、調査班による現地調査報告でございますが、調査は同じく第４班が実施

しております。 

調査結果につきまして、ご報告をお願いします。 

 

現地調査は、平成２８年１１月１５日に農地調査班第４班の委員で行いまし

た。 

申請地は、宮久保小学校の東側、概ね４００メートルに位置し、現況は、休耕

地になっておりました。 

農地区分については、第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しな

い、農地の広がりの狭い地域であることから、第２種農地と判断されます。 

転用にともなう周辺農地への影響ですが、申請地の周囲にはコンクリートブロ

ックにより土留めを設置して、土砂等の流出を防除するものです。 

敷地内は、埋立ては行わず、整地をして砕石敷きとし、雨水については自然浸

透とするものです。 

申請地には、購入土や砕石などを置き、重機等の車両は、３台を予定しており

ます。 

以上のことから、現地調査班の意見としましては、事業計画及び転用の基準に

適合することから、許可相当と思います。 

以上、よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

 

 第４班から調査報告をしていただきました。 

 次に、農地法の許可基準に照らしての審査結果について、事務局から説明をお

願いします。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

各 委 員 

 

議 長 

 

 

それでは、農地法の許可基準に照らして、ご説明させていただきます。 

申請地は、農地として賃貸しておりましたが、平成２８年６月１３日付けで合

意解約しております。しかし、申請人は、３０年以上も農業経験がなく、８１歳

と高齢であり耕作できないことから、農地の有効利用を考えていたところ、市内

に本店を置き、主に建物及び土木工事を請負う法人から、資材置場及び車両置場

として貸して欲しいとの要望を受け、今回の申請に至ったとのことです。 

資力及び信用についてでございますが、工事費等の費用は、申請人の自己資金

で賄うことが残高証明書により確認されております。 

一方、信用につきましては、過去の状況を確認したところ、農地法違反もなく、

特に問題はありませんでした。 

転用行為の妨げになる権利を有する者の有無についてでございますが、農地台

帳や土地登記簿謄本等で、賃借人がいないことを確認いたしました。 

転用による周辺への影響ですが、調査班のご報告どおり、被害防除が施され、

とくに問題はございません。 

 なお、申請地の東側は、派川大柏川に隣接しておりますが、本件の転用に際し

ては、千葉県葛南土木事務所より、協議の必要はない旨の回答を得ております。 

工事の予定につきましては、許可有次第に着工し、工事完了は、着工後１０日

となっております。 

以上のことから、転用計画の実現については、確実性が認められるものと思わ

れます。 

以上でございます。 

 

 事務局からの説明が終わりました。 

それでは、これより質疑に入ります。 

 ご発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

なし 

 

「なし」という声がございました。 

それでは、お諮りいたします。 

 議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」、許可相当と決定
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各 委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

することに、ご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

「異議なし」ということでございますので、許可相当という意見を付して、県

知事に送付することに決定いたします。 

続きまして、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」４件

ございます。 

事務局から議案の説明をお願いします。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」、今回の申請は、

４件でございます。 

 議案の５ページから９ページをお願いいたします。 

 １番の申請受付日は、平成２８年１１月７日でございます。 

 申請地は、大野町の畑で、面積は２０９平方メートルです。 

区域区分は、市街化調整区域で農業振興地域内ではございますが、農用地区域 

ではございません。 

申請理由につきましては、資材置場にするため所有権の移転を受けるものでご

ざいます。 

２番の申請受付日は、平成２８年１１月９日でございます。 

 申請地は、柏井町の田で、面積は５２２平方メートル、外２筆、合計面積は、

１，５６６平方メートルです。 

 区域区分は市街化調整区域ですが、農業振興地域ではございません。 

申請理由につきましては、資材置場及び車両置場にするため所有権の移転を受

けるものでございます。 

３番の申請受付日は、平成２８年１１月１０日でございます。 

 申請地は、堀之内の田で、面積は５１９平方メートルです。 

 区域区分は市街化調整区域ですが、農業振興地域ではありません。 

申請理由につきましては、資材置場及び車両置場にするため所有権の移転を受

けるものでございます。 

４番の申請受付日は、平成２８年１１月１０日でございます。 
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議 長 

 

 

 

１ ０ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請地は、曽谷の田で、面積は５２２平方メートルです。 

 区域区分は市街化調整区域ですが、農業振興地域ではありません。 

申請理由につきましては、貸駐車場及び貸資材置場にするため所有権の移転を

受けるものでございます。 

説明は、以上でございます。 

 

次に、調査班による現地調査報告でございますが、調査は同じく第４班が実施

しております。 

調査結果につきまして、ご報告をお願いします。 

 

現地調査は、平成２８年１１月１５日に農地調査班第４班の委員で行いまし

た。 

１番の申請地は、市川大野駅の南西側、概ね６００メートルに位置し、現況は

休耕地になっておりました。    

 農地区分については、第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しな

い、農地の広がりの狭い地域であることから、第２種農地と判断されます。 

転用に伴う周辺農地への影響ですが、東側と北側の隣接地との境界には、既設

のよう壁があります。西側と南側の境界には、既設の単管パイプが設置されてお

り、今回の申請に伴い、新たに板柵を設置し、雨水等の流出を防除するとのこと

でございます。 

敷地内は埋立ては行わず砕石敷きとし、雨水は自然浸透にするものです。 

なお、資材につきましては、工事用の型枠、コンクリートブロック、砕石等を

置くとのことです。 

譲渡人は、要望により売却するものです。 

 以上のことから、現地調査班の意見としましては、事業計画及び転用の基準に

適合することから、許可相当と思います。 

次に、２番の申請地は、千葉地方法務局市川支局の南側、概ね３００メートル

に位置し、現況は休耕地になっておりました。 

 農地区分については、第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しな

い、農地の広がりの狭い地域であることから、第２種農地と判断されます。 

転用に伴う周辺農地への影響ですが、周囲はブロック積みにして上部に約２メ
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ートルの鋼板を設置し、土砂等の流出を防除します。 

また、敷地内は砕石敷きとし、雨水は自然浸透にするとのことです。 

 申請地には、資材としてマンホール用鉄蓋、管材、発電機等を置き、車両につ

いては、業務用トラック７台、従業員用の車両として８台を駐車する予定となっ

ております。 

譲渡人は、要望により売却するものです。 

以上のことから、現地調査班の意見としましては、事業計画及び転用の基準に

適合することから、許可相当と思います。 

次に、３番の申請地は、稲越小学校の北側、概ね５００メートルに位置し、現

況は休耕地になっておりました。    

 農地区分については、第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しな

い、農地の広がりの狭い地域であることから、第２種農地と判断されます。 

転用に伴う周辺農地への影響ですが、申請地は、若干地盤が高くなっており、

出入口にはスロープを設け、門扉としてキャスターゲートを設置するとのことで

す。 

周囲にはブロックを設置して、土砂等の流出を防除します。 

また、敷地内は砕石敷きとし、雨水は自然浸透にするとのことです。 

なお、資材につきましては、バリケード、単管パイプ、足場用器材等を置き、

車両は業務用として３台駐車する予定とのことです。 

譲渡人は、要望により売却するものです。 

 以上のことから、現地調査班の意見としましては、事業計画及び転用の基準に

適合することから、許可相当と思います。 

次に、４番の申請地は、百合台小学校の南側、水路を挟んだ向いに位置し、現

況は休耕地になっておりました。    

 農地区分については、第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しな

い、農地の広がりの狭い地域であることから、第２種農地と判断されます。 

転用に伴う周辺農地への影響ですが、申請地西側の境界には既設のコンクリー

トブロック及びフェンスが設置されており、東側と北側の境界には、新設のコン

クリートブロックによる土留めを設置し、土砂等の流出を防除するとのことでご

ざいます。   

敷地内は砕石敷きとし、雨水は自然浸透にするとのことです。 
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議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、申請地には、業務用及び従業員用の車両１０台、資材については、業務

用風呂釜、配管、木材等を置くとのことです。 

譲渡人は、要望により売却するものです。 

以上のことから、現地調査班の意見としましては、事業計画及び転用の基準に

適合することから、許可相当と思います。 

以上、よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

 

 第４班から調査報告をしていただきました。 

 次に、農地法の許可基準に照らしての審査結果について、事務局から説明をお

願いします。 

 

それでは、農地法の許可基準に照らして、ご説明させていただきます。 

１番の申請地については、議案書の報告第２号においてご説明いたしますが、

平成２年６月６日付け、転用目的を専用住宅用地として、本件の譲渡人が農地法

第４条の規定に基づき転用許可を受けたものでございますが、資金調達が困難と

なり、建築計画を中止せざるを得ないこととなり、平成２８年１１月７日付け、

許可の取消処分がなされたものでございます。 

今回、譲受人からの要望により申請地を売却することとなり、あらためて農地

法第５条の許可を受けるため、申請を行うことになったものです。  

譲受人は、船橋市に本店を置き、主に建築工事請負を行う法人です。 

現在、船橋市を拠点として営業しておりますが、市川市への営業の拡張を図る

にあたり、利便性の良い当該地を資材置場に転用したいと計画し、今回の申請に

至ったとのことです。 

資力及び信用についてでございますが、土地代金は、すでに譲渡人へ支払済み

で抵当権設定登記がなされております。工事費等につきましては、自社がストッ

クしてある資材を使用しますので、費用はかからない旨の上申書が提出されてお

ります。 

一方、信用についてでございますが、過去の状況を確認したところ、農地法違

反もなく、特に問題はありませんでした。 

転用行為の妨げになる権利を有する者の有無についてでございますが、農地台

帳や土地登記簿謄本等で、賃借人がいないことを確認いたしました。 
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転用による周辺への影響ですが、調査班のご報告どおり被害防除も施されてい

ることから、とくに問題はございません。 

工事の予定につきましては、許可有次第に着工し、完了は、着工後１０日を予

定しております。 

以上のことから、転用計画の実現については、確実性が認められるものと思わ

れます。 

次に、２番の譲受人は、申請地の東側の向いに本店を置き、主に土木工事を営

む法人です。 

既存の資材置場及び車両置場が手狭となり、利便性の良い土地を探していたと

ころ、事業所からも近い、当該地を譲っていただけることになり、申請に至った

とのことです。 

資力及び信用についてでございますが、工事費等につきましては、自己資金の

ほか、不足額を法人代表者個人名義の銀行預金を充当して賄うことが、申請書類

により確認されております。 

一方、信用についてでございますが、過去の状況を確認したところ、農地法違

反もなく、特に問題はありませんでした。 

転用行為の妨げになる権利を有する者の有無についてでございますが、農地台

帳や土地登記簿謄本等で、賃借人がいないことを確認いたしました。 

転用による周辺への影響ですが、調査班のご報告どおり被害防除も施されてい

ることから、とくに問題はございません。 

工事の予定につきましては、平成２９年２月１日に着工し、完了は、平成２９

年２月２８日となっております。 

以上のことから、転用計画の実現については、確実性が認められるものと思わ

れます。 

次に、３番の譲受人は、国府台に本店を置き、主に経営、建設、不動産に関す

るコンサルタント及び土木工事等を行う法人です。 

今回、事業の拡大に伴い、建築資材置場及び車両置場が必要になったことから、

土地を探していたところ、事業所から比較的近い申請地を譲っていただけること

になり、申請に至ったとのことです。 

資力及び信用についてでございますが、工事費等につきましては、全額自己資

金で賄うことが申請書類により確認されております。 
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議 長 

一方、信用についてでございますが、過去の状況を確認したところ、農地法違

反もなく、特に問題はありませんでした。 

転用行為の妨げになる権利を有する者の有無についてでございますが、農地台

帳や土地登記簿謄本等で、賃借人がいないことを確認いたしました。 

転用による周辺への影響ですが、調査班のご報告どおり被害防除も施されてい

ることから、とくに問題はございません。 

工事の予定につきましては、許可有次第に着工し、完了は、着工後９０日とな

っております。 

以上のことから、転用計画の実現については、確実性が認められるものと思わ

れます。 

次に、４番の譲受人は、曽谷に本店を置き、主にユニットバス、キッチン、ト

イレ等の住宅設備機器の販売及び修理を行う法人の役員をしております。 

既存の資材置場及び車両置場が手狭となっており、本店から至近距離に位置

し、利便性の良い土地を探していたところ、長年付き合いのある譲渡人から当該

地を譲っていただけることになり、申請に至ったものです。 

所有権の移転後は、役員をしている法人に貸与するとのことです。 

資力及び信用についてでございますが、工事費等につきましては、全額自己資

金で賄うことが申請書類により確認されております。 

一方、信用についてでございますが、過去の状況を確認したところ、農地法違

反もなく、特に問題はありませんでした。 

転用行為の妨げになる権利を有する者の有無についてでございますが、農地台

帳や土地登記簿謄本等で、賃借人がいないことを確認いたしました。 

転用による周辺への影響ですが、調査班のご報告どおり被害防除も施されてい

ることから、とくに問題はございません。 

工事の予定につきましては、平成２９年１月１６日に着工し、完了は、平成２

９年２月２８日となっております。 

以上のことから、転用計画の実現については、確実性が認められるものと思わ

れます。 

説明は、以上でございます。 

 

 事務局からの説明が終わりました。 
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議 長 

 

 

 

 

各 委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

各 委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

それでは、これより質疑に入ります。 

 ご発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

なし 

 

「なし」という声がございました。 

それでは、お諮りいたします。 

 議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」１番について、許可相当と

決定することに、ご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

「異議なし」ということでございますので、許可相当という意見を付して、県

知事に送付することに決定いたします。 

２番について、お諮りいたします。 

許可相当と決定することに、ご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

「異議なし」ということでございますので、許可相当という意見を付して、県

知事に送付することに決定いたします。 

３番について、お諮りいたします。 

許可相当と決定することに、ご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

「異議なし」ということでございますので、許可相当という意見を付して、県

知事に送付することに決定いたします。 

４番について、お諮りいたします。 

許可相当と決定することに、ご異議ございませんか。 
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１ ０ 番 

 

 

 

 

異議なし 

 

「異議なし」ということでございますので、許可相当という意見を付して、県

知事に送付することに決定いたします。 

続きまして、議案第４号「農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申

請について」、１件ございます。 

事務局から議案の説明をお願いします。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請について」、

ご説明いたします。 

議案の１０ページ及び１１ページをお願いいたします。 

申請受付日は、平成２８年１１月１０日でございます。 

申請地は、原木の畑で、面積は２，２９１平方メートルのうち８１８．２３平

方メートル、外４筆、合計面積は、３，３８６平方メートルのうち１，９１３．

２３平方メートルです。 

 区域区分は、市街化調整区域ですが、農業振興地域ではございません。 

本件は、外環道路建設に伴うガス管の移設工事を行うため、資材置場及び車両

置場用地として、平成２６年１月１５日付け、農地法第５条、一時転用を伴う平

成２９年１月１９日までの賃借権の設定の許可を受けたものでございますが、当

初の工事期間を変更するため、計画変更承認申請がなされたものでございます。 

説明は、以上でございます。 

 

次に、調査班による現地調査報告でございますが、調査は、同じく第４班が実

施しております。 

調査結果につきまして、ご報告をお願いします。 

 

現地調査は、平成２８年１１月１５日に農地調査班第４班の委員で行いまし

た。 

申請地は、県立市川特別支援学校の東側、概ね３００ｍに位置し、登記簿上の

地目は田及び畑となっております。 

譲受人は、袖ヶ浦市に本店を置き、主に土木工事一式及び設計、施工を行って
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議 長 

 

いる法人です。妙典及び高谷地域におけるガス管の新設工事及び外環道路建設に

伴うガス管移設工事を行うにあたり、至近距離に資材置場及び駐車場用地を確保

するため、一時転用の許可を受けたものでございます。 

当初の計画では、工事期間は平成２９年１月１９日までの予定でしたが、工事

の遅延及び追加工事により工期が延長されることとなり、工事期間を平成３０年

１月１９日に変更するものです。 

申請地は、転用目的どおりに利用されており、調査班としては、必要性も認め

られ承認相当と思います。 

以上、よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

 

 第４班から調査報告をしていただきました。 

 次に、農地法の許可基準に照らしての審査結果について、事務局から説明をお

願いします。 

 

それでは、農地法の許可基準に照らして、ご説明させていただきます。 

申請地は、調査班のご報告どおり、当初の目的どおり適正に利用されており、

とくに問題はございません。 

なお、工事完了後は、速やかに農地に復元して、キャベツ等の作付けを行う旨

の農地復元誓約書が、事業者及び土地所有者から提出されております。 

 以上のことから、許可後の計画変更については、確実性が認められるものと思

われます。 

以上でございます。 

 

 事務局からの説明が終わりました。 

 それでは、これより質疑に入ります。 

ご発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

なし 

 

「なし」という声がございました。 

それでは、お諮りいたします。 
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１ ０ 番 

 

 

 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請について」、

承認相当と決定することに、ご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

「異議なし」ということでございますので、承認相当という意見を付して、県

知事に送付することに決定いたします。 

続きまして、議案第５号「農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願

について」、１件ございます。 

事務局から議案の説明をお願いします。 

 

議案第５号「農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願について」、

ご説明いたします。 

 議案の１２ページ及び１３ページをお願いいたします。 

申請受付日は、平成２８年１１月８日でございます。 

申請地は、大野町の田で、面積は５２５平方メートル、外２筆、合計面積は、

１，５７５平方メートルでございます。 

区域区分は市街化調整区域ですが、農業振興地域ではございません。 

 今回、地目が農地であることから、宅地に変更するため申請するものでござい

ます。 

 説明は、以上でございます。 
 

次に、調査班による現地調査報告でございますが、調査は同じく第４班が実施

しております。 

調査結果につきまして、ご報告をお願いします。 

 

現地調査は、平成２８年１１月１５日に、農地調査班第４班の委員で、現地調

査を行いました。 

申請地は、千葉地方法務局市川支局の西側に隣接しており、平成２０年５月に

申請人が相続により取得した農地です。 

申請地につきましては、先代が昭和４８年１０月に現在使用している法人に賃
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貸し、翌年に２棟を法人の費用負担により建築したとのことです。      

しかし、建物が建築された経緯は不明ですが、現在作業場及び倉庫など６棟が

建築されております。 

今回、地目を「田」から「宅地」に是正したいと考え、申請に至ったとのこと

でございます。 

以上のことから、現地調査班としましては、現況は非農地として認められるこ

とから、証明相当と思います。 

以上、よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

 

 第４班から調査報告をしていただきました。 

 次に、農地法の許可基準に照らしての審査結果について、事務局から説明をお

願いします。 

 

申請地につきましては、航空写真により、農地法所定の許可を得ないまま２０

年以上経過していることが確認されております。 

 なお、申請地については、平成２８年９月１６日に、千葉県東葛飾農業事務所

の担当者による現地調査を行い、調査班のご報告どおりの確認がなされておりま

す。 

 また、この間、農地法第５１条の規定による処分を受けておりませんので、証

明相当としての要件を満たしているものと思われます。 

 以上でございます。 

 

 事務局からの説明が終わりました。 

それでは、これより質疑に入ります。 

 ご発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

なし 

 

「なし」という声がございました。 

それでは、お諮りいたします。 

議案第５号「農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願について」、
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１ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

証明相当と決定することに、ご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

「異議なし」ということでございますので、証明相当という意見を付して、県

知事に送付することに決定いたします。 

続きまして、議案第６号「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願につい

て」、１件ございます。 

事務局から議案の説明をお願いします。 

 

議案第６号「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願について」、ご説明

いたします。 

議案の１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

平成２８年１１月４日付けで、生産緑地法第１０条の規定に基づき市川市長に

買取申出をするために必要となる「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明

願」が提出されたものでございます。 

説明は以上でございます。 

 

次に、調査班による現地調査報告でございますが、調査は第１班が実施してお

ります。 

調査結果につきまして、ご報告をお願いします。 

 

議案第６号「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願について」、調査報

告をいたします。 

現地調査は、平成２８年１１月１４日に農政調査班第１班で行いました。 

対象となった農地は、１筆、面積は７４３平方メートルで、梨畑として利用さ

れておりました。 

農業従事日数は年間で２５０日、申し出人である妻とともに梨畑のほか、施設

栽培及び露地野菜の栽培を行い、庭先販売を中心に農業経営をおこなっていまし

た。 

しかし、夫が故障し家族も遠方に住んでいることから、他に農業を手伝う者が
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いないことから、今後は、申し出人である妻が梨以外の農作物を中心に農業に従

事していくとのことでございます。 

このことから、申し出人の夫を生産緑地に係る農業の主たる従事者として証明

してよろしいかと思います。 

以上、よろしくご審議の程、お願いします。 

 

第１班から調査報告をしていただきました。 

 それでは、これより質疑に入ります。 

 ご発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

なし 

 

「なし」という声がございました。 

それでは、お諮りいたします。 

議案第６号「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願について」、証明す

ることに決定して、ご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

「異議なし」ということでございますので、証明することに決定いたします。 

 以上で、議案の審議は終了いたしました。 

 次に、報告案件が８件ございます。 

 報告第１号「農地法第４条又は第５条の規定による農地転用の届出について」、

事務局長専決分が２７件ございます。 

 事務局より、報告いたします。 

 

報告第1号「農地法第４条又は第５条の規定による農地転用の届出について」

ご説明いたします。 

１６ページをお願いいたします。 

農地法第４条届出及び農地法第5条届出について、事務局長において専決しま

したのでご報告いたします。 
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今回の報告は、平成２８年１０月３日から同年１０月２８日までに届出があっ

たものでございます。 

農地法第４条の届出は４件、６筆、１,３１８．００平方メートルでございま

す。 

また、第５条の届出につきましては、２３件、３１筆、５,４３５．３２平方

メートルでございます。 

 第４条と第５条を合せますと、２７件、３７筆、転用面積は、６,７５３．３

２平方メートルとなります。 

 内訳につきましては、１７ページから２２ページとなっております。 

 以上でございます。 

  

報告事項でございますので、ご了解をお願いいたします。 

 報告第２号「農地法第４条の規定による許可処分の取消願について」、１件ご

ざいます。 

 事務局より、報告いたします。 

 

報告第２号「農地法第４条の規定による許可処分の取消願について」、ご説明

いたします。 

２３ページをお願いいたします。 

本件は、平成２年６月６日付けで、農地法第４条、専用住宅用地として許可を

受けたものですが、平成２８年１１月１日付けで、願出人より農地法第４条の規

定による許可処分の取消願が県知事に提出され、同年１１月７日付け、取消処分

となりましたのでご報告いたします。 

 取消理由につきましては、資金調達が困難となり、建築を中止せざるを得ない

ため申請されたものでございます。 

 以上でございます。 

 

 報告事項でございますので、ご了解をお願いいたします。 

 報告第３号「農地法第３条の３第１項の規定による農地権利取得の届出につい

て」、１件ございます。 

 事務局より、報告いたします。 
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報告第３号「農地法第３条の３第１項の規定による農地権利取得の届出につい

て」、１件ご報告いたします。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 本件は、相続の発生に伴う農地の権利取得でございます。 

 相続が発生した日は、平成２８年４月２１日で、相続人からは、平成２８年９

月７日に権利取得の届出があったものでございます。 

 なお、農業委員会への斡旋等の希望はございませんでした。 

以上でございます。 

 

 報告事項でございますので、ご了解をお願いいたします。 

 報告第４号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」、１件ござい

ます。 

 事務局より、報告いたします。 

 

報告第４号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」、１件ご報告

いたします。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 本件は、農地の賃貸借に係る合意解約について、農業委員会に通知がなされた

ものでございます。 

 土地は大野町の畑１筆、面積は１，０４６平方メートルとなっております。 

 本件は、平成２８年１０月１日に合意解約がなされ、同日付けで農業委員会に

合意解約の通知書が提出されたものでございます。 

 以上でございます。 

 

 報告事項でございますので、ご了解をお願いいたします。 

 報告第５号「地目変更登記に係る回答について」、３件ございます。 

 事務局より、報告いたします。 

 

報告第５号「地目変更登記に係る回答について」、３件ご報告いたします。 

２６ページをお願いいたします。 

 初めに、１件目でございます。 
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 本件は、平成２８年１０月３日付けで、千葉地方法務局市川支局から照会があ

ったものでございます。 

 土地の所在は、本北方の５筆、合計面積は１，３７２平方メートルで、市街化

区域内に位置しております。 

登記簿の地目「畑」から「宅地」に変更するため、法務局へ地目変更登記申請

書が提出されたことから、今回の照会がなされたものでございます。 

 本件に係る申請状況としましては、７３１番４の筆につきましては、昭和６２

年７月３０日付け、農地法第４条に基づき、面積１，０４８平方メートルの内８

３６．１９平方メートルを「駐車場」として転用許可を受けております。 

 また、７４３番１の筆につきましては、昭和５１年３月１５日付け、農地法第

５条に基づき、「住宅」として転用許可を受けております。 

そこで、事務局職員による現地確認後、平成２８年１０月１４日に農地調査班

第３班の委員に状況の説明を行い、回答について了承をいただいたものでござい

ます。 

 なお、回答書の記載内容でございますが、現況確認の結果に基づき「非農地」

と回答し、その他参考事項として、現況は「宅地」とし、７４４番５の筆につい

ては「一部駐車場」と回答したものでございます。 

次に、２件目でございます。 

２７ページをお願いいたします。 

 本件は、平成２８年１０月３日付けで、千葉地方法務局市川支局から照会があ

ったものでございます。 

 土地の所在は、宮久保の２筆、合計面積は３０３平方メートルで、市街化区域

に位置しております。 

登記簿の地目「畑」から「宅地」に変更するため、法務局へ地目変更登記申請

書が提出されたことから、今回の照会がなされたものでございます。 

 本件に係る申請状況としましては、昭和６２年３月２３日付け、農地法第５条

に基づき、「住宅」として転用許可を受けております。 

そこで、事務局職員による現地確認後、平成２８年１０月１４日に農地調査班

第３班の委員に状況の説明を行い、回答について了承をいただいたものでござい

ます。 

 なお、回答書の記載内容でございますが、現況確認の結果に基づき「非農地」
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と回答し、その他参考事項として、現況は「宅地」と回答したものでございます。 

次に、３件目でございます。 

２８ページをお願いいたします。 

 本件は、平成２８年１０月４日付けで、千葉地方法務局市川支局から照会があ

ったものでございます。 

 土地の所在は、大町の１筆、面積は６７６平方メートルで、市街化調整区域の

農業振興地域に位置しております。 

登記簿の地目「畑」から「宅地」に変更するため、法務局へ地目変更登記申請

書が提出されたことから、今回の照会がなされたものでございます。 

 本件に係る申請状況としましては、転用許可等の申請は提出されておりませ

ん。 

そこで、事務局職員による現地確認後、平成２８年１０月１４日に農地調査班

第３班の委員に状況の説明を行い、回答について了承をいただいたものでござい

ます。 

なお、回答書の記載内容でございますが、現況確認の結果に基づき「農地」と

回答し、その他参考事項として、現況は「休耕地」と回答したものでございます。 

以上でございます。 

 

 報告事項でございますので、ご了解をお願いいたします。 

 報告第６号「民事執行法による農地等の現況に係る照会に対する回答につい

て」、１件ございます。 

 事務局より、報告いたします。 

 

報告第６号「民事執行法による農地等の現況に係る照会に対する回答につい

て」、１件ご報告いたします。 

  ２９ページをお願いいたします。 

 本件は、平成２８年９月２７日付けで、千葉地方裁判所から民事執行法による

売却のため、必要があることから照会がなされたものでございます。 

 土地の所在は河原で、地目「畑」、面積は６９平方メートルで、市街化区域内

に位置しております。 

 本件に係る申請状況につきましては、転用許可申請書は提出されておりませ
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ん。 

事務局職員で現地調査を行ったところ、現況は「農地」です。 

そこで、１０月５日に農地調査班第３班の委員に状況の説明を行い、回答につ

いて了承をいただいたものでございます。 

 なお、回答書の記載内容でございますが、現況確認の結果に基づき「農地」と

回答し、その他参考事項として、現況「休耕地」として、回答したものでござい

ます。 

また、現況が農地であることから買受適格証明書の要否については、「必要」

と回答したものでございます。 

以上でございます。 

 

 報告事項でございますので、ご了解をお願いいたします。 

 報告第７号「相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の証

明願について」、２件ございます。 

 事務局より、報告いたします。 

 

報告第７号「相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の証

明願について」、２件ご報告いたします。 

 ３０ページから３２ページをお願いいたします。 

 本件は、相続税の納税猶予を受けている方が、相続税の納税猶予の継続届出書

を税務署に提出するに際し、農業委員会による「引き続き農業経営を行っている

旨の証明書」の添付が必要となっているため、証明願が提出されたものです。 

 今回の報告といたしましては、平成２８年９月４日及び同年１０月１７日に申

請のあったことについて、現地調査を行い、申請内容に相違がなかったため、証

明書を発行したものでございます。 

 以上でございます。 

 

 報告事項でございますので、ご了解をお願いいたします。 

 報告第８号「農地の所有状況調査集計について」、１件ございます。 

 事務局より、報告いたします。 
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報告第８号「農地の所有状況調査集計について」、調査集計がまとまりました

のでご報告いたします。 

 議案書は、３３ページでございますが、お手元にございます、別冊「農地の所

有状況調査集計表」をお願いいたします。 

 農業委員会では、毎年８月１日現在における農家の世帯及び農地の所有状況等

の調査を行っておりますが、これらの調査内容については、農地台帳に登載し、

常に最新の情報として管理・運用を行い、農業諸施策の基礎資料等に役立ててお

ります。 

 なお、農地台帳への登載対象については、本市に住所を有していること、現況

の農地１０アール以上を所有又は耕作している世帯となっております。 

 初めに、１ページでは、平成２８年８月１日現在の調査集計の結果を記載して

おります。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 ここでは、前年度との比較となっております。 

 上段の表に記載しておりますが、農家戸数は、平成２８年度７８９戸、前年比

１２戸の減となっております。 

 次に中段の表に記載しております農地面積については、平成２８年度自作地面

積（１）が田と畑と樹園地の合計５,５６１．０９６平方メートルで、増減では、

前年比９４，９６３平方メートルの減、貸付地面積（２）では、１６２，９９０

平方メートルで、増減では、前年比１１，４５１平方メートルの減となっており

ます。 

このことから、下段の表に記載のとおり、平成２８年度における農地面積は、

５，７２４，０８５平方メートル、増減では、前年比１０６，４１４平方メート

ル（１０．６ヘクタール）の減となっております。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

ここでは、賃貸借農地等調査集計表として、地区別にまとめてございます。 

また、４ページ以降につきましては、組合別に所有状況を集計しておりますの

で、のちほど、ご覧いただきたいと思います。 

  

報告は、以上でございます。 

 報告事項でございますので、ご了解をお願いいたします。 
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以上をもちまして、会議日程に基づく審議はすべて終了しました。 

 これで、平成２８年度第８回市川市農業委員会定例総会を閉会といたします。 

 ご協力、ありがとうございました。 


